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本年の「第 12 回県民公開医療シンポジウム」には、残

暑厳しく、また、お忙しい中、多くの県民の皆様にお集ま

りいただきまして、誠にありがとうございます。

福岡県病院協会は、地域医療の普及向上と県民の皆様の

健康増進に寄与することを目的に、1950 年（昭和 25 年）

全国に先駆けて設立され、2013 年（平成 25 年）４月から

は公益社団法人として活動しております。

「県民公開医療シンポジウム」は、当協会が公益目的事

業の一環として 2007 年（平成 19 年）から毎年県内各地で

開催しているものでございます。

今回のシンポジウムでは、「21 世紀のメンタルヘルス」

をテーマとして、うつ病、発達障害及び認知症を取り上げ

ました。うつ病は、現役世代のかなりの人が発症する病気

であり、認知症も、現役世代で発症する若年性のものが一

般にも知られるようになっています。また、発達障害も近

年、その多様性や特性が徐々に認識されてきています。い

ずれも、私たちの身近にある疾患や障がいですが、広く県

民の皆様に理解が浸透しているとはまだいえない状況にあ

ると思われます。

今回も、それぞれの分野で豊富な経験と高い知見をお持

ちの先生方にご講演いただきましたが、どのお話も高い評

価をいただきました。参加された多くの皆様にメンタルヘ

ルスについての理解を深めていただけた、との印象を持っ

ています。

当協会は、県民の皆様に医療や医療制度を正しく理解い

ただけるよう、活動を続けて参ります。来年は、北九州地

域での開催を予定しております。今後とも、どうぞよろし

くお願い致します。

ご 挨 拶

公益社団法人福岡県病院協会
会長
九州大学病院　病院長

赤司 浩一
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第12回県民公開医療シンポジウム　　　　　　　　『21世紀のメンタルヘルス』

１）うつ病が増えている

1970 年代の精神医学教科書には、うつ病患
者の罹患率は 0.4％である、と記載されていた。
1980 年代以後、それが３％弱に書き直された。
2000 年における、日本の疫学調査では生涯有
病率７％と推計された。現在、うつ病患者数は
100 万を超えた、と推定される。精神科診療所
の増加と軌を一にして、精神医療機関の外来患
者のほとんどは、うつ病、としての治療を受け
るようになっている。たかだか数十年で、感染
症ではない疾患が 10 倍にも増えるのは謎であ
る。実はこうした現象は日本に限らない。

以下に記すように、診断分類から「神経症」
が消えて、その大部分が、うつ病に組み込まれ
てしまったのも、うつ病患者の数が増えた要因
の一つであろう。また、治療法としての、新規
抗うつ薬の効力が喧伝されたのも関係している
らしい。

２）うつ病概念の変化、拡がり

半世紀前までの伝統的精神医学では、うつ病
の主体は原因不明の「内因性うつ病」とされ、
その周辺に、沈み込みのきっかけが明らかな「神
経症性うつ病」があった。治療の軸は時間であ
り、薬をのまなくても、自殺しなければ自然に
治る、とされていた。ところが、うつ病の始ま
りにきっかけがない、と確かめるのは難しい。
1980 年アメリカ精神医学会の提唱により、新
しい精神疾患分類が提唱され、うつ病、と診断

するには、きっかけの有無を問わず、幾つかの
症状が揃えばうつ病、とみなすようになった。
日本の保険診療でも、この分類に従っている。

実は、精神疾患の全体に軽症化の波があり、
入院を要する、うつ病患者は目立たなくなっ
た。都市部のサラリーマンが抱える悩みは仕事
によるストレスであり、上司との折り合いの悪
さである。こうした人びとが精神科診療所を訪
れ、通院治療を受けている。ときには、抑うつ
よりも、苛立ちが前面にあり、治療も滑らかに
は運ばない。以前のような、うつ病の自責傾向、
他人への気遣いは少なく、病休を気軽に取る、
こうした若者に対して、職場からは非難がまし
い声も聞こえてくる。

さらに、1990 年代末に新規の抗うつ剤が導
入され、心の風邪の早期治療キャンペーンは自
殺予防とも連動して、うつ病撲滅運動が始まっ
た。職場のストレスチェック制度もその一環で
ある。精神障害による労災請求の急な増加に対
応して、1999 年、厚生省（当時）は「心理的
負荷による精神障害等に係る業務上の判断指
針」を作成した（2011 年に改訂）。これは、ス
トレス脆弱性モデルを採用している。認定され
るためには、診断名が「急性ストレス反応」も
しくは「うつ病」に限定されている。脆弱性、
として検討される、個体側要因は裁判に持ち込
まれると、心理的負荷ほどには重視されない。
このように、一定のストレスがあれば、「うつ
病」として労災認定される可能性が拡がった。
自殺事例であれば、それだけで「うつ病」があっ
た筈と即断されるときもある。

講演

１ うつ病について

博多祇園メンタルクリニック
副院長 西浦 研志
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３）	マスメディアの広報で、ずれてし
まった　うつ病イメージ

前世紀に比べて、罹患率が 10 倍に増えた、
全てのうつ病像をすっきりと説明できる、包括
的なうつ病の成り立ち、対応法は見つかってお
らず今でも模索の段階である。しかし、メディ
アでは単純な説明を求める。そして、実態から
ずれた、うつ病像、その対応法が行き渡るよう
になった。

病前性格と組み合わせて、精神疾患の成り立
ちを説明する試みは、精神医学の表舞台から裏
側に隠れた。それでも、この組み合わせ理解方
式はいまでも残っている。メディア啓蒙番組で
は、前述の国際診断分類に則った、うつ病概念
を丁寧に伝えるが、放送の締めくくりになる
と、伝統精神医学による古典的な病前性格とか
らめた説明に戻り、「真面目で融通が効かない
人は　うつ病になりやすいから要注意です」と
警告される。こうした論旨の矛盾は指摘されな
いままに繰り返されている。

うつ病の新しい治療法として、話題になっ
た、認知行動療法では、治療者に支えられて、
その人の考え方の癖である、自動思考の認知様
式を多面的に検討し直す。そして、不安、うつ
症状に取り組む行動を工夫する。しかし、その

人が持ち合わせている、構え、性格を改善する
治療方法として理解されやすい。

真面目でなくてもうつ病になり得る。性格改造
を治療目標にするのは無理である。うつ病になる
ひとの性格は多岐にわたると考えるのが良い。

過重労働によって、元気を失くしている人に
まず必要なのは、当の労働環境の改善だろう。
その次に、薬物療法を含めた医療の手当が考慮
される。抗うつ薬でストレス解消するのは無理
である。災害で心身が疲弊している方に「心の
ケア」は役に立つけれども、優先されるべきは、
電気、水、住まいの迅速な提供だろう。

たしかに、極期のうつ病のひとを元気づけよ
うと声を掛けると、「周りは元気を出せ、と励
ますが、これ以上は頑張れない」として非現実
的な解決法に走る危険性がある。しかし、回復
期の治療では、慢性疾患としてのリハビリテー
ションが大切になる。そうした時期には、周囲
からの積極的な励ましも欠かせない。「新型う
つ病」と呼ばれる若者世代のうつ病治療では、
周りの声掛けが早い時期から欠かせない。患者
の背中を後ろから支え、ときにはそっと押して
あげよう。　

４）うつ病からの回復

上記のように、うつ病は患者の世代、環境に
より、さまざまな病像を示す。不安、落ち着か
なさ、沈み込み、これらの症状が特定のきっか
けの後から現れ、ストレス因となった出来事が
収まると、特段の手当も要しない場合もある。
これは、「うつ病」ではなく、一時的な「適応

・几帳面で真面目な人がうつ病になる、
という思い込み

• うつ病になるほどのストレスにさらされて
いる人には早目の精神医療が必要だ、とい
う思い込み

・うつ病の人を励ましてはいけない、
という思い込み
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障害」だったのだろう。しかし、2 週間以上経っ
ても、症状が収まらず、浅眠、痩せが続くよう
なら、うつ病のはじまりかもしれない。数か月
の落ち込みで元の体重から 1 割以上も痩せたの
ならば、癌ではなく、うつ病の可能性が高い。
重症になれば、沈み込み、ではなく、感情の枯
渇に至り、「泣けるうちはましだった」と思え
てくる。日常生活の活動にも、まるでブレーキ
がかかっているような「制止」が起こってくる。
こうなる前に適切な手当をしよう。元の生活に
戻るため、睡眠、食事のリズムを回復する。か

かりつけの内科、婦人科の先生に相談しても改
善しないときには、近くの精神科を受診する助
言にも耳を傾けよう。

ほとんどの精神科受診例では抗うつ剤の服用
が始まる。「うつ状態の再燃、再発の予防のた
めに、維持服薬は 6 カ月以上要る」と説明され
るだろう。それでも、治療期間が年余にわたる
のは稀だ。症状が軽くなれば、ゆっくりとした
減薬の方針が担当医から示される。人生のある
時期に、予定していなかった一休みが「うつ病」
として、挿入されたのだ、と思い直そう。

福岡市精神保健福祉センター
所長（精神科医師） 本田 洋子

ここ数年、精神科医療、療育、福祉の現場だ
けでなく、広く地域社会やマスコミでも「発達障が
い」「自閉症スペクトラム」「ADHD」という言葉を
耳にすることが多くなりました。ただし、実際に発達
障がいの方が増えているのかどうかは一概には言え
ません。マスコミ、出版物、ネットなどを通じて、発
達障がいについて周知されるようになったことや、
診断基準の変化、専門家の認識の高まり、支援
のための診断を求める人が増えたことなどが影響し
て、増えたように見えるだけだという説もあれば、遺
伝的要因と環境要因により実際に増えているという
説もあります。しかしながら、昨今は特に「大人の
発達障がい」つまり、大学生や社会人になるまで
はほぼ問題なく過ごされて来た成人の発達障がい
の方が、大人になって初めて発達特性による生きに
くさを自覚して苦しんだり、ご家族や職場の方々が

対応に苦慮したりするケースが目立って来たというこ
とは事実です。「仕事のミスが多い自分は ADHD
ではないか」「話が通じない夫は自閉症スペクトラ
ムではないか」「営業の部署に異動して以来不適
応になった部下にどう接したらいいか」などのご相
談が医療機関や支援機関に増えており、発達障が
いのスクリーニング、診断、相談、支援の拡充が
早急に望まれています。

そもそも発達障がいとはどのような障がいなので
しょうか。平成 17 年に施行された「発達障害者
支援法」では、「発達障害とは、自閉症、アスペ
ルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障
害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳
機能の障害であってその症状が通常低年齢におい
て発現するもの」と定義されています。現在では、
精神疾患の分類や診断基準の変化により「神経

第12回県民公開医療シンポジウム　　　　　　　　『21世紀のメンタルヘルス』

大人の発達障がいとは
～正しい理解と支援のために～

講演

２
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発達症群」の状態像のいくつか（自閉スペクトラム
症、注意欠如・多動症、限局性学習症ほか）が
該当するとされています。発達障がいの概念として
は、生まれつきの脳の脆弱性を基盤とし、発達の
遅れではなく顕著な偏りを有しているために、認知
機能が偏り、適応不全（社会での生き辛さ）を抱
えていることとされています。

以下に代表的な３つの発達障がいについて簡単
に説明します。

1.　自閉スペクトラム症

診断基準（DSM-5）では、コミュニケーションや
対人関係の障害、こだわり行動、感覚異常などが
早期から見られます。具体的には、表情や嫌味、
皮肉が判らない、行間を読めず字義通りの理解し
かできない、人との距離感がうまく取れず空気を読
めない、興味のあることだけ一方的に話す、聴覚
過敏で緊張しやすい、味覚過敏で食べ物が限定
される、臨機応変が苦手などの特性があります。7
～ 8 割に併存疾患が見られますが、ADHD や知
的障害をもともと併存していたり、二次障害（発達
特性による環境への不適応から発症する疾患）と
してのうつ病や不安障害（特に社交不安障害、俗
にいうあがり症）を発症したりします。統合失調症
や強迫性障害との鑑別も必要と言われています。
診断は M-CHAT、AQ、PARS-TR などのスクリー
ニングを経て、幼少期からの発達歴、相談・教育
歴、所属集団における活動の様子、行動観察、

面接、家族や学校・職場からの情報（通知表、
作文など）、心理検査の結果などから多面的に行
います。治療は、どの発達特性によってどのような
困りごとが起きているか自己理解を促し、具体的な
対処法を助言し、適切な支援の場につなげること
ですが、必要であれば、抑うつ、不安、不眠など
の二次障害に対する精神科的治療も行います。

2.　注意欠如多動性障害（ADHD）

診断基準（DSM-5）では、不注意の９項目（活
動中に綿密に注意できない。注意を長時間持続で
きない。指示に従えず義務をやり遂げられない。話
を聞いていない。順序立てることが困難。努力の
持続を要する課題を避ける。失くし物が多い。すぐ
に気が散る。活動で忘れっぽい）のうち５項目、多
動・衝動性の９項目（手足をそわそわ動かす。会
議などで離席が多い。落ち着かない。余暇中も静
かに出来ない。じっとしていられない。しゃべりすぎ
る。質問が終わる前に答える。順番を待てない。
他人に口出し、横取りする）のうち 5 項目を満たす
こととされています。具体的には、会議中のそわそ
わ、仕事の段取りの悪さ、ダブルブッキング、遅刻、
忘れ物、衝動買いなどが挙げられます。ADHD-
RS でスクリーニングし、診断は幼少期からの発達
歴、相談・教育歴、所属集団における活動の様子、
行動観察、面接、家族や学校・職場からの情報（通
知表、作文など） から多面的に行います。躁うつ
病との鑑別、自閉スペクトラム症の併存、二次障害
としてのうつ病、反抗挑戦症、依存症の併存も指
摘されています。治療は、中核症状への薬物療法
や、本人への具体的な助言（自分専用のマニュア
ルを作るなど）や職場への就労支援の要請（指示
は口頭でなく文字で掲示する、耳栓や衝立の使用
を許可するなど）が中心です。最近は、結婚や育
児で臨機応変に対応できず、困り果てて顕在化す
るADHD 女性の存在に注目が集まっていますが、
本人のハードルを下げ行動を整理したり、家族にサ
ポートを要請したり、などの支援が必要です。
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3.　学習障害

文科省の定義では「全般的な知的発達の遅れ
はなく、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは
推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著し
い困難を示す様々な状態」とされています。読字
障害、書字表出障害、算数障害に分類され、具
体的には、マニュアルを読んでも理解できない、メ
モを取れない、計算ができない、質問にその場で
答えられないなどの特性があります。残念ながら、
現在のところ患者数や併存疾患などの実態があまり
把握されていないため、支援や対策も十分とは言え
ません。生徒・学生への授業支援やカウンセリング
などの合理的配慮、職場における同僚や上司のサ

ポート、ICT や計算機の活用、自分専用のマニュ
アルや掲示の活用などのさまざまな支援が必要とな
ります。

当然のことながら私たちの誰もが得意・不得意の
凸凹を持っている、つまり発達特性のスペクトラムの
グラデーションのどこかにいる訳ですが、発達障が
い者は「発達特性」が定型発達より若干強いだけ
であり、適切な支援さえ十分に受けられれば生き辛
さを抱えることはない、発達「特性」を持ってはい
ても、発達「障がい」にはならないのです。当事
者が自らの発達特性（弱みと強み）を理解し、適
切な支援を求める援助希求能力を高め、周囲も「弱
みを軽くし、強みを活かす」支援を行うことが重要
と考えます。

第12回県民公開医療シンポジウム　　　　　　　　『21世紀のメンタルヘルス』

日本では 65 歳以上の高齢者の方が人口の約
27% になり、　高齢者全体に占める認知症患者
の割合は近年の調査では約 15％となって、認
知症の患者数は 2025 年には 700 万人と予想さ
れています。

認知症の患者の増加のスピードは急激で、こ
のため医療面だけでなく、深刻な社会問題に
なっています。また認知症患者の介護は家族に
とって大きなストレスとなっています。このた
め認知症は将来自分の親、配偶者、そして自分
がなるのではないかと大変怖がられています。
最近のアンケートでは癌より認知症の方が罹り
たくない怖い病気となっています。

認知症はアルツハイマー型認知症と血管性認
知症が代表的です。さらに近年注目されている
のがレビー小体型認知症で、この 3 種の認知症
が「3 大認知症」と言われます。その割合はア
ルツハイマー型認知症が 50 から 60％、血管性
認知症が 20％、レビー小体型認知症が 10％程
度とされます。またアルツハイマー型認知症と
血管性認知症の合併も多く見られます。

レビー小体型認知症は「子供が見える」、「猫
がいる」のような明瞭な幻視や抑うつ、大声の
寝言などの精神的な症状や手が震えるなどの
パーキンソン症状などの症状が出現します。
しかし「認知症」と言いながら初期には認知

講演

３ 認知症は怖い？  怖くない？

田北メモリーメンタルクリニック
院長 田 北 昌 史
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機能の低下が目立たない場合もあり、注意が
必要です。

アルツハイマー型認知症は基本的にゆっくり
進行します。急激に認知機能の低下が進行する
場合は脳腫瘍などの身体疾患の可能性も有り、
注意が必要です。その場合は身体的な診察や頭
部の画像診断などを早めに受けて下さい。

また高齢者の場合、睡眠剤や頻尿の治療薬、
パーキンソン病の薬などの色々な薬を服用して
いることが多いのですが、それらの薬で認知症
のような状態になることもあります。表１の薬
剤には特に注意して下さい。これらの薬剤は高
齢者に禁忌ではないのですが、これらの薬剤を
服用していて物忘れや混乱などが生じてきた時
はまず薬剤の減量、中止を行って下さい。

認知症の治療は記憶の障害や見当識障害など
の認知機能の低下である中核症状に対しての
治療と不眠や興奮、妄想などの精神的な症状

（BPSD）に対しての治療が必要です。
認知症の治療法としては薬を使う方法と使わ

ない方法があります。どちらも長所と短所があ
りますので、患者さんの状態や環境に合わせ
て、柔軟に対応することが必要です。

BPSD に対する薬物療法は主として抗精神病
薬の投与が主体となります。しかし過鎮静や
パーキンソン症状などの副作用が出現する場合
もあります。「クスリ」は逆に読めば「リスク」
です。上手く使えばその効果はありがたいです
が、裏目にでることもあります。高齢者の場合
は少し控えめに投与した方が良いでしょう。

アルツハイマー型認知症の進行抑制には現在
日本では 4 種類の薬剤が使用されています。こ
れらの薬は物忘れを完全に治すことはできませ
ん。また効果がほとんどない患者がいることも
確かです。

しかしこれらの薬剤が発売される以前に比べ
ると、アルツハイマー型認知症の全般的長期的
予後は明らかに改善されたと思います。物忘れ
は改善しなくても、日常の生活レベルの維持が
可能になり、自宅での生活を送れる時間がより
長くできる効果はあります。

また 4 種類の薬は色々特徴があります。ア
リセプト（ドネペジル）は 1 日 1 回服用とい
うのがメリットです。レミニールは気分が明
るくなる効果が見られる印象です。リバスタッ
チ（イクセロンパッチ）は貼付剤ですので、使
用したかがすぐ判り、副作用出現時の中止が
容易です。メマリーは認知機能の維持に加え、
気分を安定させる効果もあると言われます。
その長所を生かして上手く使用していくこと
が重要です。

また認知症の介護は育児と異なり、最近始
まったことです。「家族は隠れた患者」という
言葉があり、また介護者の 50％以上がうつ状
態にあると言われます。介護者である家族をい
かにサポートするかは認知症の診療にとって重
要な課題です。家族に過度に患者に優しくする

高齢者に注意が必要な薬剤

「AKBて何処」

AK→（アンチ）潰瘍剤（H2ブロッカー）

B→ベンゾジアゼピン系薬剤

て→（抗）てんかん剤

ど→ドーパミン系薬剤

こ→（抗）コリン剤

表１
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ように勧めると、まじめな家族ほどやさしく出
来ない自分を責め、苦しみます。私は介護は「ト
ムとジェリー」で仲良く喧嘩しながら行うよう
に勧めています。また認知症の症状は我々の教
育された道徳的な考え方に反する症状が出現し
ます（表２）。患者には作話があり、言い訳を
して、他の人が困る行為を行い、物盗られ妄想
が出現します。したがって家族は患者が非道徳
的な人間になってしまったように考えてしまう
ことがあります。これらは認知症の症状である
ことを充分理解して頂くことが大切です。

患者は往々にして「若いものに迷惑を掛ける
から早く死にたい。」と語ります。私はこのよ
うな方には「子供さんたちが面倒をみてくれる
のは、子供さんが小さい頃あなたが面倒をみ
て、可愛がったからです。貸したお金を少し返
してもらっていると考えて下さい。」と励まし
ています。

認知症、特にアルツハイマー型認知症という
と「治らない病気」というイメージがあります
が、現在は薬物療法も可能になり、その進行を
抑制することがある程度可能になっています。
また非薬物療法も介護保険制度が出来て以来、
非常に充実してきています。これを利用できる
ようになったことは認知症の予後の改善に有用
と思われます。

さて認知症の予防ですが、一番大切なことは
高血圧、糖尿病、心臓病などの身体の病気をき

ちんとコントロールすることです。特に糖尿
病は認知症になるリスクが４倍になると言わ
れます。暴飲、暴食を慎み、充分な睡眠を取っ
て、適度な運動をする健康的な生活を心がけて
下さい。

また高齢になってうつ状態になられる方がお
られますが、　多くの場合大切なものを失うと
いう喪失体験がその引き金になります。趣味も
複数持って、何かが出来なくなっても、別の楽
しみがあるように工夫しましょう。

また性格は変わりません。どんな性格も良い
面と悪い面がありますから、自分の性格やライ
フスタイルを肯定的に考えるようにした方が心
の健康には良いようです。

現在高齢者は 65 歳以上と定義され、人口の
約 27％、後期高齢者は 75 歳以上と定義され、
全人口の約 13％になっています。そして高齢
者が増えることはまるで国難が来たかのように
言われます。

漫画「サザエさん」の波平さんやフネさんは
おじいさんおばあさんに見えますが、波平さん
は 54 歳、フネさんは 48 歳という設定だそうで
す。「サザエさん」の連載が始まったのは終戦
直後で、現代とはかなり異なる状況ですが、高
齢者の定義は当時と変りません。
「65 歳以上が高齢者」のような絶対的な年齢

による定義でなく、全人口の上位 20％を高齢
者、上位 10％を後期高齢者にするなどの相対
的な定義に変更した方が実態に合うのではない
でしょうか。すると高齢者の全人口に占める割
合は変わらないことになり、元気な方はより長
く働いて、社会に貢献して頂けます。

認知症は確かに怖い病気です。しかしお薬を
使う治療、使わない治療を上手く活用していけ
ば、決して怖いだけの病気ではありません。

正確な診断や理にかなった治療を行い、患者
や家族の平穏な生活を維持していくことが大切
です。

表２

我々が教育されたこと

1 うそをつかない。

2 言い訳をしない。

3 人に迷惑をかけない。

４ 人をむやみに疑わない。
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第12回県民公開医療シンポジウム　　　　　　　　『21世紀のメンタルヘルス』

平成 30 年 8 月 25 日土曜の午後 2 時より、福
岡市の福岡国際会議場の 5 階国際会議室におい
て、『21 世紀のメンタルヘルス』と題しまして、
今、注目されているメンタル系の三つの病態に
関しまして、県民公開医療シンポジウムを開催
致しました。当日は、この夏の猛暑にもかかわ
らず、一般参加者 210 名というたいへん多くの
方々にご参加いただきました。講演とシンポジ
ウムの司会進行は、わたくしと福岡県精神医療
センター太宰府病院院長の小嶋亨二先生が担当
させていただきました。

講師の先生方は、一題目の「うつ病について」
を、博多祇園メンタルクリニック副院長の西浦
研志先生にお願いしました。当日は、うつ病の
疫学や概念の広がり、いわゆる新型うつ病など
について事例もまじえてお話し頂きました。シ
ンポジウムでは、多くの質問をいただきました
が、「抗うつ薬はどれくらい飲み続けないとい
けないでしょうか？」と、「受診を嫌がる本人
をどうやって病院に連れて行ったらよいでしょ
うか？」の二つを西浦先生にお答え頂きまし
た。他には、うつ病の初期症状やうつ病への偏
見そして予防法等についての質問が多かったよ
うに思います。

二題目は、「大人の発達障がいとは ～正しい
理解と支援のために～」という演題で、福岡市
精神保健センター所長の本田洋子先生にお話し
頂きました。発達障がいの特性によって起きて
しまう本人の困りごとや周囲の戸惑いについて
具体的にお話し頂き、併存疾患や鑑別診断、二
次障がいなどについて、非常にわかりやすく丁

寧にお話していただきました。シンポジウムで
は、やはり多くの質問をいただきましたが、「ア
スペルガー症候群のこだわりの強さとＡＤＨＤ
の人の切り替えの難しさについて」や「周囲に
知らせて理解を求めることの是非について」の
二つを本田先生にお答え頂きました。

三題目は、「認知症はこわくない」と題した
講演を田北メモリーメンタルクリニック院長の
田北昌史先生にお願いしました。当日は、認知
症というシリアスなテーマにもかかわらず、先
生いつもの軽妙で饒舌な語り口によるわかりや
すい講演をしていただき、時折会場が笑いに包
まれながら和やかに進行しました。シンポジウ
ムでは、やはり多くの質問をいただきました
が、「睡眠薬を飲むと認知症になりますか？」
と「今の認知症の薬は効くのですか？」の二つ
について田北先生にお答え頂きました。

以上たいへん充実したシンポジウムでした
が、フロアより非常にたくさんのご質問をいた
だきながら、時間の関係で各先生方に二つずつ
しかお答え頂けなかったことが唯一残念なこと

第12回県民公開
医療シンポジウム総評

第12回県民公開医療シンポジウム　運営委員長
医療法人社団益豊会 今宿病院　理事長・院長 深 堀 元 文
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第12回県民公開医療シンポジウム
アンケート集計結果

第12回県民公開医療シンポジウム　座長
福岡県立精神医療センター太宰府病院　院長 小嶋 享二

平成 30 年 8 月25 日（土）福岡国際会議場に
おいて、『21 世紀のメンタルヘルス』をテーマに第
12 回県民公開医療シンポジウムを開催しました。
当日は晴天に恵まれ、一般参加者 210 名と、講演
者、座長、役員、運営スタッフなど 23 名を合わ
せ、233 名の方 に々会場にお越しいただきました。
一般参加者にアンケートをお願いし、154 名（回収
率 73.3％）の方からご回答いただきましたのでその
結果をご報告します。

参加者は男性 35％、女性 65％で、年齢は 20
歳未満 1％、20 歳代 4％、30 歳代 14％、40 歳
代 25％、50 歳代 31％、60 歳代 18％、70 歳以
上 7％と50 歳代が最も多く、幅広い年齢層からご
参加いただきました。

職業は看護師が 23％と最も多く、次いで会社員
19％、その他の医療従事者 18％、主婦 12％、公務
員 5％、福祉関係者 5％、自営業者 4％、医師 2％、
教育関係者 1％、学生 1％、その他 10％でした。

居住地は福岡地区が 78％、筑後地区 11％、北
九州地区 5％、筑豊地区 1％、福岡県外 5％でした。
「今回のシンポジウムをどこでお知りになりました

か」の問には、職場での情報 33％、テレビ・ラジ
オの広報 22％、ポスター・チラシ 20％、知人から
聞いた 11％、新聞・広報誌 9％、その他 5％の回
答でした。その他の詳細については、精神保健福

祉講座、インターネット、薬剤師会、病院、看護
協会等でした。
「今回のテーマについてはいかがでしたか」の

問に、大変興味あるテーマ 84％、生活に役立つ
テーマ 16％の回答をいただきました。今後取り上
げてほしいテーマについて自由記載いただいたとこ
ろ、大人の発達障害、腎臓病について、ユマニ
チュード（認知症ケア関連）、コーチングコミュニ
ケーション、多動性障害、睡眠障害、発達障害の
就労支援について、脳梗塞、認知症、看取りの
医療、医学的見地に基づいた身体に良い食事・
生活方法、脂質異常についてなどのご要望があ
り、今後の参考とさせて頂きます。

 シンポジウムの時間については、ちょうど良い
86％、短い 11％、長い 3％で、短いというご意見
の方が 16 名ありました。

講演内容については、とてもわかりやすかった
57％、わかりやすかった 40％で、これらを合わせて
97％であり、少しわかりにくかったが3％の結果でした。
「特に印象的だった講演等はどれですか」の問

に、複数回答可で答えていただいたところ下図のよ
うな結果でした。いずれの講演も好評であったと思
われます。
「今後もこのシンポジウムに参加したいですか」

の問には、参加したい 65％、テーマによる24％、

第12回県民公開医療シンポジウム　　　　　　　　『21世紀のメンタルヘルス』

でした。総枠を２時間半に設定して、休憩時間
と質疑応答の時間をもう少しとれたら、さらに

充実したものとなっていたのではないかと思わ
れました。
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開催場所による4％、どちらとも言えない 7％の結果
でした。

また、自由記載で様々のご意見・ご感想を頂きま
した。概ねわかりやすい内容で、大変役立ち勉強
になったとのご感想が多かったのですが、いくつか
目立ったものとしては、

・シンポジウムの時間はもう少し長くてもよかった
・講演数を減らして一つに対する時間を長くしても

らいたかった
・質疑応答の時間はもう少し長い方がよかった
・スライドをもう少しゆっくり見たかった
・先生方のパワーポイント資料を配布して頂きた

い、職場に戻ってから職員にも本日の話を共有
させて頂きたい

・少し専門用語があったので分かりづらかった
などのご意見もあり、今後の参考にしたいと考え

ます。
ともあれ無事、盛会裏に会を終え、全体に好評

価をいただくことができ、演者の先生方および関係
者の皆様には厚く御礼申し上げます。

▲ご挨拶：竹中副会長

図１ 特に印象的だった講演等はどれですか

質疑応答
10人
4％

うつ病について
67人
25％

大人の発達障害とは
99人
36％

認知症は怖い？
怖くない？
97人
35％
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１．病院モニター制度とは

病院モニター制度は、当院の診療・接遇・設
備等について、市民の皆様の視点から建設的な
ご意見・ご提言を頂戴して、患者サービス向
上や病院運営に反映させていくことを目的に
2016 年度より開催しています。

2016 年度は福津市・宗像市にお住まいの方
を対象とし、また 2017 年度は一般市民の他に
医療圏内の行政（福津市・宗像市）、団体（観
光協会・商工会）、地域代表（郷づくり推進協
議会・コミュニティ運営協議会）にも参加を依
頼し、18 名の方々にご参加頂きました。この
会議の取り組みについてご紹介します。

２．2017 年度の取り組み

⑴ 第 1回（7月）：病院紹介
病院モニター開催の趣旨や、当院及び当グ

ループ施設等についてモニターの方々にご紹介
しました。地域の方々からは、「安心を得るた
めにも病院との連携が大切と考えている」、「地
域のイベントに看護師等を派遣してほしい」等
のご意見・ご要望を頂戴しました。

⑵ 第 2回（9月）：院内見学
当院への理解を深めてもらうことを目的に、

院内見学を実施しました。エントランスや放射
線室、リハビリテーション室、病棟の他、患者
さんが普段入ることが出来ない中央検査室等
を、業務の内容・流れをご説明しながら実際に
見学して頂きました。
「受付から診察 ･ 会計までの流れや、病院内の

裏方や心臓部を見学させて頂きました。勉強に

なりました。」「さまざまな検査が病院内で出来
る事に感動した。」等の感想の他、一般の方々の
視点で設備や環境に関するご指摘も頂き、院内
環境の改善を見直す良い機会となりました。

⑶ 第 3回（11 月）：地域包括支援システ
ムについての意見交換

この回は、多世代の交流の場として当グルー
プが開放している「水光松風 集いの場みどり」
にて開催しました。「地域包括ケアシステム」
をテーマに、事前にモニターの方々にアンケー
トをお願いし、福津・宗像地域で安心・安全に
暮らすためには何が必要かを議論しました。

福津・宗像で住み続けたいと思われた時、必
要不可欠なものは何ですか？という質問につい
ては、「医療」・「介護」・「治安」・「教育」が必
要とのご意見が多く寄せられました。【図 1】

また、安心・安全に住み続けることを考えた
場合、必要なものは何ですか？という質問につ
いては、「医療」「介護」「介護予防」等の意見
が多く、当院として何ができるのか意見交換を
行いました。【図 2】

福津市・宗像市の医療体制に満足しています
か？という問いには、「満足している」が 23%

病院管理

医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院
企画室 髙濵奈緒子

病院モニターについて

写真１　院内見学の様子
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である一方、「高度な医療を受けられる病院が
少ない」（23%）、「専門的な病院が少ない」（6%）
など、医療圏の医療体制に対する不満な点も伺
えました。【図 3】
「地域包括ケアシステム」に関連した取り組

みとして、当院に期待することは何ですか？と
いう問いには、「医療・介護の充実」、「医療介
護に関する情報提供」などがあげられ、当院が
行うべき地域への取り組みの課題が明らかとな
りました。【図 4】

⑷ 第 4回（2月）：医療介護の充実と情報
提供について

第 3 回で要望の多かった「医療・介護の情報
提供」に対し、当院の医療機器の種類や健康診
断の内容の他、当院の得意な分野等について統
計情報をもとにご説明しました。

また、第 4 回開催までに各団体を訪問し、当
院に対するご要望を直接ヒアリングした結果、
イベント時の看護師等の救護班や、出前講座開
催の要望が多く寄せられました。

写真２　会議の様子

図４

・「地域包括ケアシステム」に関連した取り組みとし
　て、当院に期待することは何ですか？（複数回答可）

未回答

医療・介護の充実
医療介護に関する情報提供

人の提供
健康づくりに関するイベント

場の提供

（件）

地域の子供対象のイベント
その他

0 2 4 6 8 1210

118
5
5

4
1

0
2

図２

・安心、安全に住み続けることを考えた場合、
　必要なものは何ですか？（複数回答可）

障害者福祉

公共施設

生活支援

未回答

特になし

その他

　医療

　介護

教育（学校）

地域住民の助け合い

福祉サービス

住まい

子育て支援（保育・学童等）

介護予防

（件） 8 10 12 146420

13
7

7

6

5

4

3

3

2

1
1

0
0
0

障害者福祉

公共施設

観光

未回答

特になし

その他

図１

・福津、宗像で住み続けたいと思われた時、
　必要不可欠なものは何ですか？（複数回答可）

　医療

　介護

　治安

教育（学校）

地域住民の助け合い

住まい

企業・商業施設

子育て支援（保育・学童等）

自然

福祉サービス

（件） 8 10 12 146420

12

8

8

8

7

6

6

5

5

4

2

1

1

1

0

0

図３

・福津市、宗像市の医療体制に満足していますか？

①満足している

③高度な医療を受けられる
病院が少ない

②信頼できるかかりつけ医
がいない

④ 不安がある
⑤ 専門的な病院が少ない
⑥ わからない
未回答

未回答
6％

⑤
6％

⑥
6％

①
23％

④
12％

②
24％③

23％
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３．参加されたモニターの方々からの
感想

第 4 回にて、1 年間参加されたモニターの方々
にアンケートをお願いしたところ、「当院に対
するイメージは変わったか？」の問いには、
88% の方から「イメージが変わった」との意
見を頂きました。

また、具体的な感想として、「病院への理解
が深まった」、「必死に地域と共に取り組んでい
ることが分かった」、「今後も地域との連携をご
協力願いたい。」等の感想を頂きました。

４．2018 年度の取り組み
特にご要望の多かった出前講座に対応するた

め、健康・医療・介護等に関する講座を約 30
講座用意し、5 月より「水光会出前講座コミカ
レ」として開始しました。早速、様々な団体か
らの申込みを受け、公民館などでコメディカル
スタッフやグループ施設の職員が、各団体の
ご要望に沿った情報提供や健康づくりの支援を
行っています。

また、6 月に当院が宗像保健医療圏で初めて
災害拠点病院の指定を受けたことをふまえ、病
院モニターは「災害発生時の医療」をテーマの
一つとしています。災害時における地域との連
携・しくみづくりを目的に、住民の皆様のご意
見を伺いながら、引き続き街づくりの一環とし
て取り組んでいきたいと考えています。

病院管理

医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院
リハビリテーション部　主任理学療法士 明石 聡美、吉村 直人

急性期一般病棟での365日リハビリ
テーションの導入について

【はじめに】

当院は、救急を含めた地域医療の中核とし
て、急性期から、回復期、生活期（在宅訪問リ
ハ等）までのリハビリテーションを提供してい
る地域完結型医療機関である。理学療法士（43
名）、作業療法士（18 名）、言語聴覚士（5 名）
が在籍しており、理学療法部門では脳外、整形、
心臓血管の各疾患別リハチームに分かれ、リハ
ビリ治療を行っている。
「365 日リハ」は、平成 26 年度診療報酬改定

で回復期リハビリテーション病棟での休日体制

加算が新設されたことにより、回復期リハビリ
病棟をもつ病院を中心に増加してきた。回復期
リハビリ病棟の「365 日リハ」の効果として、
在棟日数の短縮や 1 日当たりの ADL 向上を示
す FIM 効率（1 日当たりの FIM 向上得点）の
改善効果が報告されている。当院は、平成 18
年に回復期リハビリテーション病棟を届け出し
（1 病棟 49 床）、平成 26 年に同病棟で「365 日
リハ」を開始した。「365 日リハ」は、平成 28
年度診療報酬改定から回復期リハビリテーショ
ン診療料Ⅰの算定要件に含まれるようになっ
た。しかし、急性期一般病棟では、DPC 制度
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の導入により、在院日数の短縮がより一層求め
られる中、「365 日リハ」提供体制をとってい
る病院は、いまだ少ないのが現状である。急性
期一般病棟から退院した患者を対象に実施され
た調査、研究によると、基礎疾患により「365
日リハ」の効果が違ってくることや「365 日リ
ハ」導入による在院日数の短縮効果が報告され
ているが、いずれも早期かつシームレスにリハ
ビリを行うことが推奨されている。

当院では、平成 29 年 5 月から急性期一般病
棟（202 床）で「365 日リハ」を導入した（そ
れまで当院では、年末年始・日祝日は回復期病
棟を除き、リハビリの提供が出来ていなかっ
た）。今回、この急性期一般病棟における「365
日リハ」導入までの流れについて報告する。

【連休中のリハビリ診療体制について】

まず、年末年始および連休中のリハビリ診療
体制に関して、「365 日リハ」の導入が患者の
早期離床、早期退院に繋がり、在院日数の短縮
を図れるように、先ず連休中のリハビリ診療の
実施から検討した。家庭の事情等、リハビリ職
員個々の意向も聴取した上で、3 連続以上の連
休を作らないようにすることから始めた。平
成 28 年 5 月の GW と平成 28 ～ 29 年にかけて
の年末年始に、それぞれ出務できる職員を募っ
た。その後、平成 29 年 5 月からは通常勤務体
制へと変更し、急性期一般病棟および地域包括
ケア病棟（49 床）入院中のリハビリ実施全患
者に、「365日リハ」診療の提供が可能となった。

【日祝日のリハビリ診療体制について】

年末年始および連休中のリハビリ診療体制を
確立した後、日祝日のリハ診療体制に着手し
た。平成 29 年 8 月に受審した病院機能評価で、
「365 日リハ」診療体制導入による急性期一般
病棟でのリハビリの早期処方・介入に対する対
応が求められたこともあり、リハビリ実施対象
患者の基準の策定、必要勤務者数の推計を行っ
た。他施設の基準等も参考とし、当院では、
「日祝日は新規リハビリ対象患者への対応と、
脳外、整形、循環器、心外患者で発症後 1 か月
以内の急性期リハ対象患者のうち、まだ歩行が
自立していない患者を対象とする」という基準
を設けた。また、その基準から患者数及びリ
ハ診療単位数を推計し、原則、一般病棟 10 名
（PT6,OT3,ST1）という療法士の必要出勤者
数を算出した。さらに、「365 日リハ」体制は、
主にベッド上安静による弊害を避けるため、リ
ハを継続して実施することの重要性から導入す
ることをリハビリ職員に改めて周知した。

その後、平成 30 年 5 月の運用開始を前に、
全リハビリ職員に対象患者を選定してもらい、
具体的なシミュレーションを平成 30 年 3 月に
実施した。

【平成 30 年 3 月運用シミュレーション
を行ってみて】 
3 月の定点（日曜日）での、前述した対象患

者基準に基づいたシミュレーションの結果で
は、必要診療単位数は脳神経外科患者 11 単位、
心臓血管外科患者 28 単位、整形外科患者 36 単
位、外科患者 2 単位の計 78 単位となった。別
日（同）におけるシミュレーションでは 89 単
位であった。この結果から急性期一般病棟の日
祝日は、新規リハビリ患者の対応を含めて 5 名
出勤（療法士１人当たり 19 単位診療予定）で
対応可能と予想された。今後も医師とともに療
法士のそれぞれの班及び療法士間で患者の病態

平成28年度

平成29年度

平成30年度

５月５日 5名

15.5名12月31日

17.5名１月３日

28.5名５月５日

18名12月31日

18.5名１月３日

21名５月３日

20.5名５月４日

現在までの休日出勤者数（療法士数）
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に応じて日祝日のリハビリの必要性を判断し、
リハビリ診療の目安（1 か月以内、疾患名）な
どの検討を重ねていくことにした。

【結果、運用を開始してみて】

平成 30 年 5 月から PT5 名、OT2 名体制で
早期離床、新規リハビリ患者への対応を目的に
「365 日リハ」体制の運用を開始した。対象者
は、前述した基準の患者に加え、「内科及び外
科患者の中で早期からのリハビリの必要性が高
い患者（特に開腹術後の廃用症候群リハ患者
等）」も対象に加えた。ST は療法士数が少な
いため、シミュレーションの結果も踏まえて、
日祝日対応はこれまで通り回復期リハビリ病棟
のみとした。ただし連休の場合は勤務調整を行
い、対応できない日が続くことがないように配
慮することとした。出勤数に応じた最終的な診
療調整はリハビリ主任が中心に行っている。

患者に応じてリハビリの実施場所は判断する
ようにしているが、リスク面から考え、現在の
ところ病棟で実施することを推奨している。ま
た、運用開始を前に緊急時のフローチャートや
日当直医師との急変時の対応方法について再確
認した。日祝日は主治医が不在のことが多いた
め、新患はできる限り日祝日の前日に安静度を
確認するなどの配慮をしている。日祝日は新規

患者のリハビリ処方に迅速に対応することが目
的の一つであり、申し送り等の管理面から考え
て、脳外、整形、心外チームから最低 1 名ずつ
の療法士が出勤する体制をとっている。当初、
歩行が自立し、より活発に動ける対象基準を満
たさないリハビリ患者から、「なぜ私には 365
日のリハビリができないのか？」というクレー
ムを予想したが、看護部からの病棟患者への周
知や、リハビリ実施患者個々への担当療法士か
らの説明の結果、現在までクレームはほとんど
ない。

【おわりに】

日祝日は、出勤者数は平日より少ない体制で
はあるが、リハビリ新患対応と廃用進行防止の
目的を達成できているのではないかと考えてい
る。「365 日リハ」運用を開始したばかりであ
り、日祝日や連休中にリハビリ診療を開始して
いることの病院全体への周知（特に医師のリハ
新患処方の徹底等）がまだ不足しているように
思われる。

現在、病院内の様々な部門で業務改善が試行
され、その検証も行われているが、我々リハビ
リ部門が、新しく取り組んだ「365 日リハ」の
新運用の効果がどのように患者に還元されるの
か、今後その効果を検証していきたい。
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岡村　健

17.　臨時脚気病調査会の活動

板倉書では、日本で脚気研究に新しい道を開
いた代表的人物 4 名として、志賀潔（図 1）、都
築甚之助、遠山椿吉、鈴木梅太郎（図 2）を挙
げている。しかし、遠山椿吉の有効成分「うり
ひん」は、都築の「アンチベリベリン」や鈴木
の「オリザニン」から５年後である。したがっ
て、新しい道を開いたと言えるのは志賀、都築、
鈴木であり、続いて島薗順次郎ということにな
ろう。また、板倉書では調査会委員は都築だけ
としているが、志賀や島薗も途中から委員と
なっている。

志賀は細菌学者として動物実験（飼養試験）
を行い、脚気は伝染病ではなく、米食が原因の
部分的栄養欠乏だと、いち早く断定した（「動
物ノ脚氣様疾病　細菌學雑誌　第 174 號　明治
43 年 4 月）。優秀な細菌学者が脚気細菌説を否
定し、米食に起因する栄養欠乏だと断定したこ
とは、医界に衝撃を与えた。都築甚之助につい
ては森に影響を及ぼした重要な人物なので、次
項で述べる。

鈴木梅太郎（東京帝大農科大教授）は、ニワ
トリやハトに白米を与えると脚気を発症し、糠
や麦、玄米に脚気予防効果があること、白米は
大切な成分が欠如しており食品として完全では
ないことを、明治 43 年 6 月 14 日『東京化学会』
で発表した。調査会でも報告した。そして糠か
ら脚気の有効成分（後にオリザニンと命名）を
抽出したとして明治 44 年 1 月『東京化学会誌』
に発表した。

島薗順次郎・京都帝大医教授（図 3）は神経
疾患の内科医で、大正８年４月、日本内科学会
の宿題報告で脚気の研究発表を行った。脚気は
白米食によるビタミン欠乏であろうという報告
だった。この後、島薗は調査会の委員となる。
島薗は人での臨床試験のきっかけを作った人物
である。慶応義塾大の大森憲太は、島薗の宿題
報告に感銘を受け、ビタミン欠乏食によって脚
気が発症し、オリザニン投与で治癒したことを
人（脚気 6 名、健康者 2 名）で確認した。同様
の報告を慶応義塾大の田口勝太（健康者 1 名）
や東京帝大内科の坂本恒雄ら（健康者 4 名）も
行った。ただ、これらの報告は試験例数が少な
いことから、大正 12 年４月の調査会で、全国
規模（東京帝大、京都帝大、東北帝大、九州帝
大、慶応大）の人体試験を行うことになる。そ
して、多数例（45 例）の試験の結果、人の脚気
の原因はビタミン B であることが実証される。
大正 13 年４月の第 29 回調査会総会では、脚気
はビタミン B 欠乏が原因であると、九分九厘、
結論付けた。九分九厘としたのは、この頃、調

脚気論争 ⑺
国立病院機構 九州がんセンター

名誉院長

◎特別寄稿

図１ 志賀　潔 図２ 鈴木梅太郎
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査会の中心人物となってい
た島薗がビタミン欠乏試験
の脚気と通常の脚気が同一
かどうかを躊躇したからで
ある。しかし、後に島薗は
同一だと認めている。大正
12 年 9 月 1 日の関東大震災
によって、政費の節約を要
する重大時機になり、大正

13 年 11 月 25 日、本会は廃止となった。
板倉書は、この調査会は脚気の病原を確定す

ることができず、ただ脚気はビタミン B 欠乏症
に類似する疾病であるということでしかなかっ
たと批判している。一方、山下書は「陸軍衛生
制度史第２巻」山田弘倫（陸軍軍医団長）昭和
３年発行に次のように明記されていることを紹
介し、調査会は目的を達成したと高く評価して
いる（カタカナはひらがなへ変更し、句読点を
加えた）。

（前略）「ヴィタミン B 欠乏し、又はこれを

欠除する食飼を摂取せしむるときは、脚気

病と酷似する疾患に罹り、しかもヴィタミ

ン B 製剤の投与により、容易に治癒せしめ

得ることを確認し、ほぼその目的を達した

るに、行・財両政の緊縮上、考慮を要し、

かつ該病に関し微細によりての研究は将

来、その道の学者に委し得えしとの見地に

より、大正 13 年 11 月 25 日、勅命第 290

号をもってこれを廃止せられたり」（第 1

編　衛生機関の廃置　第 1 章　中央機関　

第３節　臨時附属中央機関　第 1 款　臨時

脚気病調査会）

脚気の原因がビタミン B だと特定したのは、
世界的にはフンク、日本では鈴木梅太郎（調査
会のメンバーではない）や都築甚之助というこ
とになる。鈴木や都築の報告はフンクより 2 年
前だったが、日本語だったので世界では知られ

なかった。また、鈴木は医師ではなかったので、
人の実験で証明することができなかった。人で
の臨床実験を全国規模で行って、ビタミン B 欠
乏が人の脚気の原因であることを実証したのは
調査会である。調査会が脚気病と酷似する疾患
と記述したのは、島薗がビタミン B 欠乏食の脚
気と通常の食事による脚気が同一であることに
躊躇した（学術的に慎重を期した）からで、そ
の後、島薗は大森との議論の末、同一であるこ
とを認めている。また、都築甚之助は調査会を
中途で罷免されたにもかかわらず、調査会の業
績を高く評価している（次項で述べる）。

板倉書はこの調査会はただ単に脚気は白米が
原因との結論を長引かせるためにあったような
ものだと酷評している。しかし、調査会は当初、
脚気細菌説が主流だったが、白米原因説へと
移ってゆく。その後「白米による動物の脚気は
人の脚気と同一か否か」の論争となる。さらに
米糠の有効成分の抽出法の差で有効性に大きな
違いが生じたことで論争となった。ビタミン B
が水溶性で熱に弱いことが解り、分析・抽出法
が確立して、ビタミン B1 が原因と確定するの
はまだ後のこと（昭和8年）である。このように、
新しい概念の疾病解明・研究に 13 年の年月は
決して長くはない。

一方、調査会の内容を詳しく検討した山下書
の見解（調査会の業績を高く評価）は妥当だろ
う。ただ、この調査会の素晴らしい業績は、設
立を提案した森にあるとの見解には、抵抗を感
じる。調査会の設立を強く求めていたのは、前
述のように山極勝三郎や『医海時報』である。
その機運があった時にちょうど森が医務局長
だったということであって、医務局長が別の人
物だとしても陸軍は調査会を設立しただろう。
また、山田書では調査会の提案者は大西とされ
ている。しかし、森は調査会の報告を批判した
り、脚気白米説の意見を否定したり、妨害した
りすることもなく、淡々と委員長を務めている。

図３ 島薗順次郎
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18.　森は最期まで、脚気白米説を
認めなかったのだろうか

脚気病調査会設立時、森はまだ非麦飯派だっ
た。友人の青山胤通（東京帝大医内科教授、学
長）も強力な同志だった。しかし、調査報告や
研究が進むにつれて、脚気白米説を容認するよ
うになったようで、そこには 2 人の人物が深く
関係している。1 人は調査会委員の都築甚之助
である。

1）都築甚之助

都築（図 4）は、明治
2 年 12 月 21 日、三河国
刈谷藩（現在の愛知県刈
谷市）の農家に生まれ、
愛知医学校（現在の名古
屋大医学部）から千葉第
1 高等中学校医学部（現
在の千葉大学医学部）
へ転じ、明治 24 年 6 月陸軍見習い軍医、11 月
3 等軍医（少尉相当）となる。翌明治 25 年陸軍
軍医学校に入学して、衛生学を専行し、細菌学
を研究した。この時、陸軍医学校の校長だった
のが森である。都築は森の 8 歳下で、森が目を
かけた軍医だった。都築は、日清戦争・台湾征
討では近衛師団・近衛歩兵第 1 連隊の 3 等軍医
として従軍していたので、多数の脚気患者を診
ていた。当時の台湾征討軍医部長は森だった。
日露戦争では広島の似島検疫所に勤務してい
た。その時、広島で同僚の岡田、小久保両氏が
脚気菌を発見したとの報告があった。それを受
けて、小池医務局長より追試を命ぜられ、脚気
患者の尿、便から脚気菌を発見したとして公表
した。しかし、その後 3 年間、脚気流行時でも
菌を発見できなかった。

森の医務局長就任後、脚気病調査会が設立

されると、都築は森から調査会委員に任命され
る。そして調査会の方針を受けて、他の委員 2
人と共にバタビア（現ジャカルタ）へ向かっ
た。バタビアでは脚気患者がいなかったので、
ブイテンゾール市のベリベリ（脚気）専門病院
へ行った。そこで脚気患者の血液、糞便、屍体
を顕微鏡検査したが、脚気菌はまったく発見で
きなかった。バタビアで脚気患者がいなかった
のは、オランダ医師らの緑小豆や玄米による治
療が奏功したためだと知った。そこではオラン
ダ医師エイクマンの後継者、グリインスからエ
イクマンの実験（白米で脚気が発症し、米糠で
脚気が治癒する）を学び、グリインスが抗脚気
因子の抽出・精製に取り組んでいることを知っ
た。都築はオランダ医師らの脚気研究がかなり
進んでいることに衝撃を受けた。調査から帰国
後、都築だけは自らの方針を 180 度転換した。
彼は白米と米糠を用いた動物実験を行って、脚
気の原因は白米であり、米糠が有効であると指
摘した（明治 43 年 8 月『東京医事新誌』）。都
築は米糠から有効成分を抽出し、アンチベリベ
リンと命名した。しかし、実験に協力していた
親族が勝手に婦人雑誌や新聞に販売の宣伝・広
告を出したことが原因となって、明治 43 年調
査会委員を罷免される。

この罷免は、都築が金儲けしているとの関係
者からの強い批判によるものという。森の真意
ではなかったようだ。都築は調査会委員を免じ
られたが、陸軍軍医は在籍のままであり、その
後の脚気の研究は陸軍医学校で続けている。そ
して、翌明治 44 年の第２回の調査会で研究報
告し、その冒頭で都築は研究継続に特別に庇護
してくれた森に謝辞を述べている。都築は、脚
気の原因は米糠に含まれる未知の不可欠栄養素
の欠乏によるものであり、白米だけが問題では
なく副食の質と量が脚気の発生に大きく関与す
ると述べた。副食に着眼したのは彼が初めてで
素晴らしい報告だった。さらに、都築はドイツ

図４ 都築甚之助
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のハイデルベルグ大学へ留学（私費）し、コッセ
ル博士に医化学（有効成分抽出法）を学んでいる
（明治 44 年 12 月〜大正元年 9 月）。森の日記によ
ると、この時期、都築がよく訪れて話をしている。
次に示す（括弧の説明は著者が加えたもの）

このように、森は都築がドイツへ旅立つ時には
新橋で見送っている。森と都築の関係は大変良好
である。森の日記には陸軍大臣らが公務出張の際
には必ず新橋へ見送り、帰還時には出迎えている
ことを記している。都築は米の精製（糠の除去）
による不可欠栄養素の欠乏が原因であること、副
食が充実しておれば脚気は防げることを指摘し
た。陸軍が米麦混合食でも脚気を防げない場合も
あったのは、副食があまりにも貧粗だったからで
ある。

副食の重要性については、既に海軍の高木兼寛
は気付いていた。軍艦の士官には脚気が少なく、
水兵に多かったことから、両者の食事内容を調べ
た。すると、士官の副食に比べて水兵の副食が極
めて貧しいことが解った。これも脚気の原因だと
して、水兵にも充実した副食を給与する兵食改革
を断行し、脚気予防に成功したのである。森は米
糠の不可欠栄養素の欠除が脚気の原因であって、
白米そのものは決して悪くない、副食を充実させ
れば脚気は防げることを知った。これで脚気に関
するすべての疑問を説明できる。森の眼からは鱗
が落ちたことだろう。

都築は森が亡くなった後「脚気病調査会最終報
告を読みて」と題する談話を『日本之医界（大正
14 年 7 月）』に発表した。彼は「調査会設立当時、
脚気伝染病説が大勢を占めていたが、（中略）大
正 8、9 年頃からビタミン B 欠乏の動物試験、人
体試験が盛んに行われるようになり、最終報告会
では、全報告ことごとくビタミン B から成るとい
う大きな変遷をみるに至ったのである。（中略）要
するに、臨時脚気病調査会委員諸氏の多年の精励
によって、今日のビタミン B 全盛時代を生み・・・・
臨時脚気病調査会もよく使命を全うすることがで
きた。」と調査会の業績を高く評価している。

なお、都築は、森が医務局長に就任した翌月、
明治40年11月13日、陸軍2等軍医正に昇進した（官
報 7315 号 316 ページ）。また、調査会罷免後、陸
軍医学校で脚気の研究を続けていたが、その頃の
明治 44 年 6 月 24 日陸軍軍医学校教官に叙せられ
（官報第 8402 号 521 ページ）、さらに同年 6 月 30
日、陸軍 1 等軍医正に昇進している（官報第 8407
号 9 ページ）。大正 3 年 6 月 30 日には正 5 位に叙
せられた（官報第 575 号 26 ページ）。これらの栄
典は森が医務局長在任中のことである。森が都築
を高く評価していたことの証といえる。

明治43年 8月24日

明治44年 1月11日

明治44年 6月23日

明治44年12月 5日

大正元年10月11日

大正 2年 6月18日

都築甚之助が来て話す 
（同年 8 月『東京医事新誌』

発表の論文「脚気の原因は
白米で、米糠が有効」を話
したと思われる）
都築甚之助が来て伝染病研
究所 Pest 研究室の現状を
話す
都築甚之助が来て、進退の
事を分疏（釈明）す

（調査会罷免の真相を説明
したのではないか）
午後 4 時、都築甚之助の洋
行（ドイツ留学）を新橋に
送る
都築甚之助、来訪す（前月
の 9 月にドイツから帰国）
都築甚之助来て、近著贈る

（都築は同年 2 月に「都築
ドクトル談話　脚気のアン
チベリベリン内服及注射療
法」を発行）
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「2.5 人称の視点」。私が最初にこの言葉に接し
たのは、もう 20 年以上も昔のことになる。私の
尊敬する作家のひとりである柳田邦男氏が日本外
科学会総会（日本臨床外科学会であったかも知れ
ない）の特別講演において、「医療従事者に求め
られるのは 2.5 人称の視点である…」と述べられ
たのである。

少し解説が必要であろう。医療現場であるとな
いとに拘わらず、人と接する場合、「自分がその
人と全く同じ立場に立てば、その人の気持ちが良
く理解出来る」ということは自明のことである。
私達は子供の頃から「その人の立場に立ってよく
考えなさい…」と両親から教育されて来たもので
ある。柳田氏はこれを「一人称の視点」と表現さ
れた。それでは「二人称の視点」とはどういう視
点なのであろうか？　それは医療従事者が時々遭
遇することであるが、自分の家族が病気になった
場合を考えてみると理解し易い。もしも患者さん
が自分の大切な家族だったらどうしようと考える
視点である。「三人称の視点」については解説の
必要はないであろう。日常的に私達が経験する「赤
の他人」と接する場合の視点である。

柳田氏は医療従事者という立場に限定して考え
る場合「一人称の視点」と言えば自分が病気にな
ることであるから、これは当然のことであるが受
け入れられるものではない。しからば「二人称の
視点」で患者に接したらどういうことになるであ
ろうか…。柳田氏は「二人称の視点では情に溺れ、
感情に流されて冷静な科学的判断を失ってしまう
恐れがある…」と指摘された。
「三人称の視点」は冷静な科学的判断をする場

合は一番適確で正しい結論に到達出来るであろ
う。ビッグデータを高精度コンピューターで解析

して結論を導き出す人工知能（AI）の視点であ
る。しかし医療は将棋や碁などの純粋な勝負の世
界ではない。三人称の視点では医学的には正しく
ても冷たい医療になってしまう。柳田氏が主張さ
れたのは「医療従事者に求められるのは 2.5 人称
の視点である」ということであった。

私はこの柳田邦男氏の講演に感激して、九州医
療センターの診療部長・院長時代は新任の研修
医、看護職員、看護学生達に機会ある毎に「2.5
人称の視点で患者さんに接しましょう…」と語っ
てきた。現在も原看護専門学校の学生たちは、一
年生の医療概論の最初の時間に私からこの話を聞
かされている。

1964 年 4 月に外科医としての第一歩を踏み出
し、2007 年 3 月末に九州医療センターを定年退
官するまでの 43 年間の私自身の外科医人生を振
り返ってみると、最初の 15 年間、即ち大学医局
時代は例外はあるとしても、殆どすべての患者さ
んに「三人称の視点」で接してきたように思う。
弁解する訳ではないが、大学医局という完全な縦
割り社会、上意下達というシステムの中で、若輩
者が自分勝手に手術適応など決定できなかったこ
とがその大きな要因のひとつであった。

乳癌手術を例に挙げてみよう。当時の癌手術は
癌の種類を問わず、所属リンパ節を拡大郭清する
というのが大方針であった。乳癌が乳房内側域に
発見されれば、癌の大小を問わず Halsted 手術（大
胸筋、小胸筋を切除して腋窩リンパ節を郭清する
術式）に加えて、肋軟骨を切除して内胸動脈周囲
リンパ節まで郭清するのが教室の方針であった。

私はこの内胸動脈周囲リンパ節の郭清が厭でた
まらなかった。肋軟骨が 3 ～ 4 本切除されるとい
うことは患者さんに術後大きなデメリットをもた

Letters from an aging surgeon

学校法人原学園原看護専門学校　学校長
国立病院機構九州医療センター　名誉院長 朔　元 則

柳田邦男氏の講演

三人称の視点

2.5人称の視点で
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らすのに、それに見合うだけの意義がどうしても
見出せなかったからである。実際、内胸動脈周囲
リンパ節に実際に転移がプラスであった症例は私
は 1 例も経験していない。当時の権威ある医学論
文の中には、内胸動脈周囲リンパ節郭清の意義を
主張する論文も少なからずあったので、三人称の
視点だけで考えるのであれば間違いではなかった
のかも知れないが…。

1978 年 4 月、恩師井口潔教授が主宰された第
78 回日本外科学会総会を医局長として取り仕切
り、一段落ついた 10 月から国立福岡中央病院の
第二外科部長に就任した。一般・消化器外科部門
の長という立場であったので、大学の講師時代と
は違って自分の裁量で手術適応など決定すること
が出来るようになった。

常に 2.5 人称の視点（柳田氏の講演を拝聴した
のはこれよりずっと後年のことであるからこの言
葉は未だ知らない）で患者さんと接することが出
来たかどうかは定かではないが、少なくとも大学
医局時代の三人称の視点は大幅に改善出来たと
思っている。当然、乳癌手術時の内胸動脈周辺リ
ンパ節の郭清は中止、胃癌手術でも早期症例にリ
ンパ節拡大郭清（大学では全症例にR3郭清を行っ
ていた）を行うことも中止した。

生まれ育った福岡市に位置する国立基幹病院の
外科部長の職に就くと、親戚、友人達の手術を担
当する機会も少なくなかった。今もその 1 例１例
を鮮明に思い出すことが出来るが、すべて 2.5 人
称の視点で対応出来たと自負している。

そのなかでも極めつけは 1991 年 4 月 5 日、妻
の乳癌の手術を執刀した時のことである。福岡中
央病院の当時のスタッフの多くは、私が手術を親
友の九大第二外科杉町圭蔵教授（当時）、あるい
は乳腺外科が独立していて赫々たる業績を誇って
いた九州がんセンターに依頼するのではないかと
考えていたようである。しかし私は自分で執刀す
る道を選んだ。「日頃手掛けている手術である以
上、自分で執刀すべき」という信念があったから
である。妻もそのことに何の躊躇いもなく賛同し
てくれた。

まだ温存手術やセンチネルリンパ節の概念など
は全くなく、Halsted 手術を標準手術としている
施設が少なくない時代の話である。私が一番心配
していたのは、腋窩リンパ節郭清後の患側上肢の
リンパ浮腫である。右側乳癌であるから、もしリ
ンパ浮腫が発生すれば妻のバイオリニストとして
の生命は完全に断たれてしまう。手術の詳細を語
るには紙幅が足りないので省略するが、選択した
術式は Modified Patey（児玉法）。普通人の 2 倍
ぐらいに肥大していた小胸筋起始部を切離する時
にはさすがに手が震えた。長い外科医人生の中で
二人称の視点で手術した私の唯一の経験である。

現在では考えられないようなことであるが、私
が初めて実際に手洗いして手術に関与したのは、
まだ医学部の 2 年生であった 1960 年 7 月 22 日、
朔病院でのことである。術式は虫垂切除術、術者
は大学から派遣の当直医だった。そして最後の手
術は 2007 年 3 月 2 日、九州医療センターに於け
る最終手術である。推定総手術件数は約 5,000 例
（1978 年 1 月からの手術は正確なデータが手許
にあり 3376 例）であるが、その間自身が入院し
て手術を受けるような経験は一度もなかった。
「一人称の視点」の経験は本年 7 月に両眼の硝

子体手術を受けたのが初めてである。白内障に対
する水晶体置換術は日帰り手術で簡単であると聞
いていたが、黄斑前膜切除術などこれまで聞いた
こともなく、知識は全く零であった。

手術を受けるに際しての私の結論はただひと
つ。自分の専門分野のことであれば自分で詳細ま
で決定する。専門分野以外のことであれば「自分
が信頼する専門家の 2.5 人称の視点での判断に従
う」ということであった。1978 年 10 月以来、福
岡中央病院、九州医療センターで共に働いてきた
高木郁江眼科部長（当時）の御判断にすべてをお
任せした。

10 日間の入院中、終始 2.5 人称の視点で対応し
ていただいた林研病院長、吉村浩一副院長、永野
美香看護部長をはじめとする林眼科病院のスタッ
フの皆様に心から深謝申し上げる。

二人称の視点

一人称の視点



24 ／ 「ほすぴたる」№ 729（2018 年 10 月号）

与謝蕪村の俳句は、印象派の絵画を思わせ
る、おだやかで明るいイメージがある。「菜の
花や月は東に日は西に」や「春の海終日のたり
のたりかな」などである。ところが、蕪村俳句
集を読んでいると、突然どきりとする、恐ろし
い句にであう。蕪村には、怪奇趣味があるらし
い。そのような俳句を、紹介してみる。

まずは、ぞっとする光景。

狐火やどくろに雨のたまる夜に
草いきれ人死にいると札の立つ
人を取る淵はかしこか霧の中

小説か芝居を思わせるもの。

身にしむや亡妻の櫛を閨に踏む
討ちはたす梵

ぼ ろ

倫つれ立つて夏野かな
みじか夜や地蔵を切りて戻りけり

狂女の句。

接待へよらで過ぎゆく狂女かな

狂女の句は他にもいくつかあるが、皆おとな
しい。わめいたり、さわいだりしない。分裂病
ではないのだろう。

動物の出てくるもの。

公達に狐化けたり宵の春
春の夜や狐の誘う上

うえわらわ

童
秋のくれ仏に化ける狸かな
猿どのの夜寒訪ゆく兎かな

これは、鳥羽僧正の「鳥獣戯画」の世界であ
る。ぶきみというよりは、ユーモラスで、ほっ
とする。

essay

元 医療法人誠十字病院
平衡神経科　医師 安田 宏一

蕪村のぶきみな世界

鳥羽僧正「鳥獣戯画」



「ほすぴたる」№ 729（2018 年 10 月号） ／ 25

Ｅｓｓａｙ

国立病院機構 都城医療センター
副院長 吉住 秀之

人体旅行記　陰茎（その六）

男たちがこれほどまでに勃起不全を恐れたの
は、もちろんこれが嫡子を得ることができなく
なるからです。13世紀から17世紀の西欧では、
特に上流階級で離婚理由として認められる唯一
のものが勃起不全でした。不能の男性でも法的
に結婚できないことはありませんでしたが、そ
れをかくして結婚するのは教会法上神聖さを冒
涜する重大な罪とされました。勃起不全か否か
を証明するためにとられた方法は、結婚した二
人にカーテンを隔てて臨席する判定者の前で
セックスをするよう求めたり、陪審員の面前で
射精させたりすることでした 1）。こんな判定法
では立つものも立たなくなりそうで、冤罪を生
んでしまいそうです。

王室ではその純血を維持することを優先する
ためにしばしば近親婚がみられますが、このこ
とが結果として嫡子に恵まれなくなることがあ
ります。ハプスブルク家最後のスペイン国王で
あるカルロス二世（1661 ～ 1700）は、1679 年
にマリア・ルイサと、1689 年にマリア・アナ
と結婚していますが、いずれも嫡子を得ること
ができませんでした。この原因として王家の近
親婚の影響 2）が考えられており、カルロス二
世は劣性遺伝病による性的不能であったという
説があります 3）。こうしてスペインのハプスブ
ルク家は断絶してしまいます。彼の死の翌年ス
ペイン継承戦争が勃発することになり、ヨー
ロッパは十年余り戦渦に巻き込まれることにな
ります。こうしてみると勃起不全は感染症とと
もに世界史に大きな影響力をもつ疾病といえる
でしょう。

1）	Darmon P (1985) Damning the Innocent. A 

History of the Persecution of the Impotent in 

Pre-Revolutionary France. London, Hogarth 

Press.

2）	スペインのハプスブルク家の家系から計
算された近交係数（個体のもつ 2 つの相
同遺伝子が共通祖先に由来する遺伝子の
ホモ接合となる確率）によれば、カルロ
ス二世のそれは 0.254（叔父と姪の婚姻か
ら生まれる子供の 2 倍の値）とされてい
ます。参考：フォーゲル、モトルスキー
（1988）『人類遺伝学』、朝倉書店。
カルロス二世は、また体の割に頭が大き
く咬合異常が著しかったとも伝えられて
おり、それは併発した遠位尿細管性アシ
ドーシスによるくる病のためだと推測さ
れています。Alvarez G (2009)The Role of 

Inbreeding ing the Extinction of a European 

Royal Dynasty. https://doi.org/10.1371/

journal.pone.0005174

3）	性的不能をもたらした疾患として PROP1
関連複合下垂体ホルモン欠損症説（同上
記文献）があります。この疾患ではゴナ
ドトロピン欠損のため二次性徴を欠くか
遅延し、性機能発達不全となります。だ
とすると立たせようとしても立たなかっ
たというより、そもそも立たせる欲求が
わかなかったのではと推測されます。
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◎私設病院協会

●福岡県私設病院協会・福岡県医療法人協会プラザ

平成 30年９月福岡県私設病院協会の動き

◎理 事 会

日　時　9月11日（火）午後4時

場　所　協会会議室

議　題

１．会長あいさつ　

２. 協議事項

⑴ 会員異動について

⑵ 研修会について

⑶ 地域医療構想について

⑷ 平成30年度診療報酬改定の評価につ

いて

⑸ 九州厚生局の個別指導等に係る県医

師会への要望の回答について　

⑹ 平成30年西日本豪雨にかかる災害見

舞金贈呈報告について

⑺ その他

  ３．報告事項

⑴ 私設病院協会

⑵ 看護学校

⑶ 医療関連協業組合

⑷ 全日病、日慢協、日医法人協 他連絡

⑸ その他

◎事務長会運営委員会

日　時　9月20日（木）午後3時

場　所　協会会議室

議　題

１．協議事項

⑴ 人材確保と定着化について　

⑵ 9月の事務長会企画の研修会について

⑶ 情報交換について

２．報告事項

⑴ 前回議事録について

⑵ 私設病院協会研修会について

⑶ 私設病院協会7月～8月の動き

⑷ 九州厚生局の個別指導等に係る県医

師会への要望の回答について

⑸ 事務長会運営委員会、看護部長会運

営委員会の規約について

◎研 修 会

日　時　平成30年9月27日（木）午後3時

場　所　天神ビル11階10号会議室

演題 Ⅰ 「サイバー犯罪の現状と対策」

講師：福岡県警察本部

サイバー犯罪対策課

演題 Ⅱ 「暴力団の現状と対策」　

講師：福岡県警察本部

組織犯罪対策課

参加者　75施設　107名
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日　時　平成30年9月25日（火）16：00～17：00
場　所　福岡県医師会館 6F 研修室3 

（福岡市博多区博多駅南2丁目9-30）
出席者（敬称略）

会　長　赤司
副会長　井上、竹中
理　事　平専務理事、岩永総務理事、澄井財務理事

安藤、一宮、伊東、小嶋、津留、寺坂
深堀、増本、松浦、森田、吉田
計17名（理事総数 25名）

監　事　小柳、吉村
議　長　岡嶋
顧　問　河野、瓦林、上野

Ⅰ　行政等からの通知文書
特にありませんでした。

Ⅱ　 報告事項
１　公益目的事業関係

⑴ 各種委員会・研修会関係
【開催結果】

ア　第154回看護研修会
寺坂担当理事から、11月に開催予定の
第155回看護研修会を含め、報告があり
ました。
日 時　平成30年8月17日（金）

9：50～16：00
場 所　九州大学医学部百年講堂
テーマ　臨床におけるリーダーシップ
1.「現場の臨床実践を高めるための中

堅看護師のリーダーシップ」
筑波大学医学医療系国際看護学
教授　竹熊カツマタ麻子 先生

2.「看護管理に活かすコンピテンシー
の理解と発揮に向けた取り組み」
東京大学医科学研究所附属病院

看護部長　小林康司 氏　

イ　第67回栄養管理研修会
吉村監事から、報告がありました。
日 時　平成30年8月18日（土）

10：40～16：30
場 所　福大メディカルホール

（福岡市城南区）
テーマ　高齢者の栄養管理
1.「高齢者の糖尿病における血糖コン

トロール(新基準をめぐって)」
二田哲博クリニック姪浜
院長　下野　大 先生

2.「低栄養と水分管理」
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
臨床・教育・研究本部長　靏　知光 先生

3.「消化器癌の栄養管理」
久留米大学病院
消化器内科講師　川口　巧 先生

ウ　第12回県民公開医療シンポジウム
深堀運営委員長及び小嶋理事から、報
告がありました。
日 時　平成30年8月25日（土）

14：00～16：00
場 所　福岡国際会議場
テーマ　21世紀のメンタルヘルス
1.「うつ病について」

博多祇園メンタルクリニック
副院長　西浦研志 先生

2.「大人の発達障がいとは～正しい理
解と支援のために～」
福岡市精神保健センター
所長　本田洋子 先生

3.「認知症は怖い?　怖くない? 」
田北メモリーメンタルクリニック
院長　田北昌史 先生

エ　第１回診療情報管理研究委員会

■福岡県病院協会だより

理 事 会

◎第 58回理事会報告
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福岡県病院協会だより

増本担当理事から、11月に開催予定の
第57回診療情報管理研究研修会を含
め、報告がありました。
日 時　平成30年9月4日（火）13：00～
場 所　JR博多シティ 10F 小会議室
協議事項
１　平成30年度研修計画
２　第57回診療情報管理研究研修会の

開催について

【開催予定】
ア　第１回病院委員会

安藤担当理事から、報告がありました。
日 時　平成30年9月28日（金）10：00～
場 所　TKP博多駅筑紫口

ビジネスセンター　905会議室
協議事項
１　平成30年度病院研修会について

イ　第１回リハビリテーション研修会
岩永担当理事から、報告がありました。
日 時　平成30年10月6日（土）

13：40～16：30
場 所　ナースプラザ福岡
テーマ　リハビリテーション領域におけ

るリスク管理
基調講演

「リハビリテーション領域におけるリ
スク管理の重要性」 
産業医科大学リハビリテーション医学講座
教授　佐伯　覚 先生
シンポジウム
1.「リハビリテーション部門管理者の

立場から」
医療法人誠仁会夫婦石病院
リハビリテーション部長　永友　靖 先生

2.「リハビリテーション看護の視点から」
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
看護師長　杉本智波 氏

3.「作業療法士の視点から」
国際医療福祉大学 作業療法学科
講師　有久勝彦 先生

4.「言語聴覚士の視点から」
医療法人福西会福西会病院
リハビリテーション科　占部晴樹 先生

総括討論

２　収益事業、法人事務等関係

⑴ 各種委員会、研究会関係
【開催結果】

ア　ほすぴたる編集委員会
岡嶋委員長から、報告がありました。
①　日 時　平成30年8月28日（火）

18：00～
場 所　割烹よし田
協議事項
1.　9月号の現況について
2.　10月・11月号の編集について
3.　その他

②　日 時　平成30年9月25日（火）
15：45～

場 所　福岡県医師会館 6F 研修室3
協議事項
1.　10月号の現況について
2.　11月・12月号の編集について
3.　その他

⑵「第57回理事会」の議事録について
平専務理事から、説明がありました。
了承されました。

⑶ 7～8月分収支報告について
澄井財務理事から、説明がありました。
了承されました。

⑷ 会員の変更について
平専務理事から、説明がありました。

千鳥橋病院（福岡市博多区）
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福岡県病院協会だより

豊田文俊 前院長 → 山本一視 院長
朝倉医師会病院（朝倉市）

藤井輝彦 副院長 → 山田研太郎 院長
了承されました。

⑸「福岡県広域災害・救急医療情報システム
推進委員会」の委員推薦について

平専務理事から、依頼の趣旨・内容につ
いて説明が行われ、推薦期限を踏まえ、
臨時五役会で検討の上、森田茂樹理事
（国立病院機構九州医療センター院長）
を推薦することとし、本人の内諾を得て
推薦した旨の説明がありました。
了承されました。

⑹ 平成30年度診療報酬改定の評価依頼につ
いて

平専務理事から、依頼の趣旨・内容に
ついて説明が行われ、寄せられた提案
意見を五役会で検討し期限を踏まえ回
答した旨、及び回答内容について説明
がありました。
了承されました。

３　協議事項　
⑴ 日本医療マネジメント学会 第18回福岡支

部学術集会に対する名義後援依頼について
平専務理事から、依頼の趣旨・内容に
ついて説明が行われ、依頼に応じるこ
ととして了承されました。

⑵「九州ホスピタルショウ2018」に対する名
義後援依頼について

平専務理事から、依頼の趣旨・内容に
ついて説明が行われ、依頼に応じるこ
ととして了承されました。

４　行事予定

平専務理事から、説明がありました。11月に

開催予定の第2回経営管理研究会については、
津留担当理事から詳細説明が行われました。
⑴ 平成30年9月
ア　第１回病院委員会

日 時　平成30年9月28日（金）10：00～
場 所　TKP博多駅筑紫口

ビジネスセンター　905会議室
協議事項
１　平成30年度病院研修会について

⑵ 平成30年10月
ア　第１回リハビリテーション研修会

日 時　平成30年10月6日（土）
13：40～16：30

場 所　ナースプラザ福岡
テーマ　リハビリテーション領域におけ

るリスク管理

イ　ほすぴたる編集委員会・理事会
日 時　平成30年10月23日（火）
場 所　JR博多シティ 10F 小会議室

① 15：45～ほすぴたる編集委員会
② 16：00～理事会　

ウ　第１回栄養管理委員会
日 時　平成30年10月26日（金）15：00～
場　所　ＪＲ博多シティ 10F 小会議室

⑷ 平成30年11月
ア　平成30年度第2回経営管理研究会

日 時　平成30年11月1日（木）
場 所　九州大学医学部百年講堂
テーマ　診療報酬改定について（仮題）

イ　第155回看護研修会
日 時　平成30年11月6日（火）～7日（水）
場 所　九州大学医学部百年講堂
テーマ　認知症（看護実践力向上研修会２）
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ウ　第57回診療情報管理研究研修会
日 時　平成30年11月21日（水）
場 所　九州大学医学部百年講堂

⑸ 平成30年12月
ア　ほすぴたる編集委員会・理事会

日 時　平成30年12月4日（火）
場 所　未定

① 15：45～ほすぴたる編集委員会
② 16：00～理事会　

イ　参与・正副委員長・役員懇談会
日 時　平成30年12月4日（火）17：00～
場 所　未定

⑹ 平成３１年１月
ア　ほすぴたる編集委員会・理事会

日 時　平成31年1月22日（火）
場 所　福岡県医師会館 6F 研修室3

① 15：45～ほすぴたる編集委員会
② 16：00～理事会　

５　最近の医療情勢について

河野顧問から、消費税のあり方や対応
について問題提起があり、森田理事や竹
中副会長から情報提供がなされたほか、
意見・情報交換が行われました。



ほすぴたる１０月号をお届けします。
今月号は、８月末に行われました、第 12 回県

民公開医療シンポジウムの特集を中心に組ませて
いただきました。来場された方々に対するアンケー
ト結果も掲載されておりますが、ごらんのように
大変好評なものとなりました。当日、参加できな
かった会員の皆様にも、ぜひお読みいただきたい
と思います。特集にご執筆いただきました先生方
に、感謝申し上げます。

10月に入って、本庶佑先生のノーベル医学生理
学賞受賞という、嬉しいニュースが飛び込んで来
ました。先生の研究が、多くのがん患者さんに光
明をもたらしたことは、本当に素晴らしいことで
す。受賞を心よりお慶び申し上げます。

さて、秋の夜長、皆さんはどうお過ごしでしょ
うか？　じっくりと、心落ち着く音楽を聴くのも一
興でしょう。そんな時、バッハの「無伴奏チェロ
組曲」は、まさに最適な曲かも知れません。この
曲の名演奏は数々あるでしょうが、やはり２０世
紀最大のチェリストと言われた、巨匠パブロ・カ
ザルスの演奏が聴きたくなります。録音は古いで
すが、その力強さ、繊細さは他の追従を許しませ
ん。実は、この「無伴奏チェロ組曲」は、カザル
スにより180 年ぶりにバルセロナの古書店で発見
されました。彼の演奏を通じ、今やチェロ音楽の

聖典となっています。テレビの CMにもよく使われ
ており、耳にした方もおられるでしょう。カザルス
は偉大なチェリストであるとともに、平和活動家で
もありました。平和を願うカザルスには、演奏会
で常に演奏する曲があります。それは故郷、スペ
インのカタルーニャ地方の民謡「鳥の歌」です。
短い曲ですが、哀切な美しいメロデイーを持つ、
心に染み入る曲です。フランコ政権の圧政に苦し
む故郷カタルーニャを思い、カザルスによって奏さ
れるこの曲は、聞く人に大きな感動をもたらしま
す。1971年、世界平和に貢献したカザルスに、
国連平和賞が授与され、ニューヨークの国連本部
でこの曲を演奏します。その時、彼は全世界に向
けて、「私の故郷のカタルーニャでは、鳥は、ピー
ス、ピース（平和）と鳴きます」という伝説的なス
ピーチを行い、今でも語り草となっています。

昨今のノーベル平和賞受賞の背景をみています
と、世界はカザルスの望む、平和な場所には程
遠いと思わざるを得ません。天国で、世界の平和
を願いながら、「鳥の歌」を演奏していることで
しょう。

この「ほすぴたる」が皆様のお手元に届くころ、
10月22日は、カザルスの命日にあたります（1973
年 10月22日没、享年 96 歳）。　

（岡嶋泰一郎　記）
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主催：一般社団法人　日本経営協会 共催：九州医療機器団体連合会

‐お申込み・お問い合わせ先‐
一般社団法人　日本経営協会九州本部　展示会事務局

TEL：092-431-3365　FAX：092-431-3367　　　URL：https://kyushu-hs.com/　　あ

会場：福岡国際会議場　２階多目的ホール（福岡市博多区石城町2-1）

『２０２５年以降の病院をデザインする』

暮らしの保健室　室長

マギーズ東京　センター長　　　秋山　正子　氏

411+412会議室
13：00～14：30

１１
月
7
日

（水）

他にも・・・
　◎病院マネジメントセミナー　◎病院IT化セミナー　◎NOMAセミナー（有料）
　◎出展者プレゼンテーションセミナー　　を開催！

１１
月
8
日

（木）

他にも・・・
　◎看護セッションセミナー：実践活動発表　◎介護セミナー　◎病医院経営のための新戦略セミナー
　◎福岡県協賛　コージェネレーション導入セミナー　◎NOMAセミナー（有料）
　◎出展者プレゼンテーションセミナー　　を開催！

九州最大規模の
医療・介護・福祉の総合展示会！

【開催記念講演会・セミナーのご案内】
※講演内容は都合により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

後援：九州厚生局、九州経済産業局、福岡県をはじめとする九州各県、福岡市、北九州市、（一般社）日本病院会、
　　 （公益社）福岡県医師会、（公益社）福岡県病院協会、（一般社）福岡県私設病院協会、
　　 （一般社）福岡県精神科病院協会、（公益社）福岡県看護協会、（一般社）福岡市医師会、九州各県医師会、看護協会他

会期：平成30年11月7日（水）・8日（木）　10：00～17：00

『つながる・ささえる・つくりだす在宅現場の地域包括ケア
～まちづくりへの手がかり』

社会医療法人財団菫仙会　恵寿総合病院

理事長　　　 神野　正博　氏

九州ホスピタルショウ2018
九州発 病院から“まち”づくり ～医療・福祉の未来を拓く～

【併設】ふくおか福祉機器展

第14回

開催記念講演会

看護セッションセミナー

基調講演

411+412会議室
13：00～14：30

411+412会議室
11：00～12：00

入場・聴講無料
※（ＮＯＭＡセミナーを除く）

平成 30 年 10 月 20 日発行（毎月 20 日発行）通巻 729 号
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